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（　　　　　　   ）

●
手
続
き
期
間

と 

11
月
14
日
㈪
〜
24
日
㈭

ば 

各
支
所
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
、

　
こ
ど
も
未
来
課

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で
18
歳
未
満
の

児
童
を
扶
養
し
て
い
る
母
、
父
と
扶
養

さ
れ
て
い
る
18
歳
未
満
の
児
童
を
対
象

に
し
た
福
祉
医
療
費
制
度
（
所
得
要
件

あ
り
）
で
す
。
医
療
機
関
で
受
診
し
た

場
合
な
ど
の
一
部
負
担
金
が
、
次
に
掲

げ
る
福
祉
医
療
費
自
己
負
担
金
を
超
え

た
場
合
に
、
超
え
た
額
を
助
成
し
ま
す
。

※

支
給
申
請
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
福
祉
医
療
費
自
己
負
担
金

・
１
医
療
機
関
ご
と
、
１
日
に
つ
き

　

８
０
０
円
（
月
上
限
１
，
６
０
０
円
）

※

院
外
処
方
薬
局
で
の
負
担
金
は
全
額

助
成
さ
れ
ま
す
。

・
乳
幼
児
福
祉
医
療
費

・
寡
婦
等(

＊)

福
祉
医
療
費

・
障
害
者
福
祉
医
療
費

＊
寡
婦
等…

配
偶
者
の
い
な
い
60
歳
代

の
女
子
で
、
扶
養
義
務
者
と
生
計
を

同
一
に
し
な
い
人

※

「
ひ
と
り
親
家
庭
等
福
祉
医
療
費
」
や

「
児
童
扶
養
手
当
」
の
受
給
手
続
き

に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
制
度
の
詳
細

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
南
島
原
ひ
ま
わ

り
観
光
協
会
と
連
携
を
図
り

な
が
ら
、「
農
林
漁
業
体
験

民
宿
（
民
泊
）」
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　

９
月
と
10
月
に
は
、
市
と

し
て
初
め
て
と
な
る
民
泊
で

の
修
学
旅
行
の
受
け
入
れ
を

行
い
、
体
験
を
通
し
て
心
の

交
流
を
図
る
な
ど
、
市
内
の

農
林
漁
家
で
既
に
民
泊
の
受

け
入
れ
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
事
業
の
さ

ら
な
る
推
進
を
目
的
に
、
民

泊
施
設
整
備
費
用
の
一
部
を

支
援
す
る
施
設
整
備
事
業
補

助
金
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
民
泊
を
よ
り
魅
力

あ
る
も
の
と
す
る
た
め

に
、
長
崎
県
内
で
初
め

て
「
南
島
原
ど
ぶ
ろ
く

特
区
」
の
認
定
を
受
け

て
い
ま
す
。
こ
の
特
区

制
度
を
活
用
し
た
ど
ぶ

ろ
く
を
製
造
す
る
施
設

整
備
に
対
す
る
支
援
も

併
せ
て
制
定
し
ま
し
た

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
担
当
課

に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ

い
。

●
補
助
対
象
者

・
南
島
原
市
の
住
民
で
あ
る
こ
と

・
南
島
原
ひ
ま
わ
り
観
光
協
会
会
員
で
あ
る
こ
と

・
ど
ぶ
ろ
く
製
造
施
設
整
備
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に

農
林
漁
業
体
験
民
宿
を
開
業
し
て
い
る
人

●
補
助
対
象
経
費

・
農
林
漁
業
体
験
民
宿
施
設
の
改
修
費
用

・
ど
ぶ
ろ
く
製
造
に
必
要
な
施
設
の
改
修
、
設
備
購

入
費
用

●
補
助
の
内
容

・
３
分
の
２
以
内
（
千
円
未
満
端
数
切
り
捨
て
）

●
補
助
対
象
事
業
費
上
限
額

・
２
５
０
万
円

※

工
事
の
事
前
着
工
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

必
ず
事
前
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●
被
害
者
の
現
状

　

犯
罪
被
害
者
は
、
け
が
を
す
る
、

物
を
盗
ま
れ
る
な
ど
の
、
生
命
、
身

体
、
財
産
上
の
直
接
的
な
被
害
だ
け

で
は
な
く
、
精
神
的
、
経
済
的
被
害

な
ど
、
二
次
的
な
被
害
に
苦
し
め
ら

れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

●
主
な
２
次
被
害

・
事
件
の
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
と
そ
れ

に
伴
う
身
体
の
不
調

・
医
療
費
な
ど
の
経
済
的
負
担

・
転
職
や
失
業
な
ど
に
よ
る
経
済
的

困
窮

・
捜
査
や
裁
判
な
ど
の
精
神
的
、
時

間
的
負
担

・
無
責
任
な
う
わ
さ
話
や
報
道
に
よ

る
精
神
的
被
害　

な
ど

●
犯
罪
被
害
者
支
援
に
つ
い
て

　

警
察
は
、被
害
者
の
視
点
に
立
ち
、

密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
被
害
の
回

復
や
軽
減
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い

ま
す
。

▼
主
な
支
援
活
動

・
犯
罪
被
害
給
付
制
度

・
相
談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の

整
備　

な
ど

＊
詳
し
く
は
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。（
相
談
内
容
の
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
）

お 

長
崎
県
警
察
本
部
警
務
課

犯
罪
被
害
者
支
援
室

☎
０
９
５（
８
２
０
）０
１
１
０

ま
た
は 

南
島
原
警
察
署
警
務
課

☎
０
９
５
７（
８
６
）２
１
１
０

ご
存
知
で
す
か
？
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
長
崎
被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
長
崎
被
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー
は
、
警
察
や
関
係

機
関
と
連
携
し
て
、
犯
罪
や
事

故
の
被
害
者
と
家
族
な
ど
に
対

す
る
相
談
、
付
き
添
い
な
ど
の

支
援
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

犯
罪
や
事
故
で
困
っ
て
い
る

人
、
支
援
が
必
要
な
人
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

お 

相
談
先
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
長

崎
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
相

談
電
話

☎
０
９
５（
８
２
０
）４
９
７
７

（
月
曜
〜
金
曜
・
第
２
土
曜
日
）

期間中は、保育園や園庭を開放するほか、
さまざまな行事を予定しています。
お気軽に遊びにきてください♪
詳しくは各保育園（所）へお尋ねください。

●期 間：11月７日㈪～12日㈯
●場 所：市内・各保育園（所）

　平成23年７月新潟・福島豪雨災害義援金を８月４日
から31日まで募集したところ、１６，８２９円が寄せ
られ、日本赤十字社新潟県支部と同福島県支部に送金
しました。皆さん、ありがとうございました。

義援金ありがとう
ございました

新潟・福島豪雨災害義援金
16，829円 日本赤十字社新潟県支部と

同福島県支部に按分して送金

南島原警察署からのお知らせ

  

ひ
と
り
親
等
福
祉
医
療
費
と
は

  

そ
の
他
の
福
祉
医
療
費

  

助
成
制
度

  

手 

続 

き 

期 

間

ひ
と
り
親
家
庭
等（
母
子
・
父
子
）

福
祉
医
療
費
の
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

問 

こ
ど
も
未
来
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
５
０

　
ひ
と
り
親
家
庭
等
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

更
新
の
手
続
き
を
し
な
い
と
、
受
給
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※

現
在
の
受
給
者
に
は
、
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

「
農
林
漁
業
体
験
民
宿
」

　
　
取
り
組
み
へ
の
支
援

問 

商
工
観
光
課 

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
３
２

南
島
原
市
農
林
漁
業
体
験

民
宿
施
設
及
び
ど
ぶ
ろ
く

製
造
施
設
整
備
事
業
補
助
金

被
害
者
支
援
に
ご
理
解
を
！

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
ま
で
は
「
犯
罪
被
害
者
週
間
」
で
す
。

　
こ
の
機
会
に
犯
罪
被
害
者
の
支
援
に
つ
い
て
、一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

犯 罪 被 害 者 週 間　11月25日㈮～12月１日㈭ 南島原市保育WEEK

問 こども未来課
　 ☎０５０（３３８１）５０５０問 福祉課　☎０５０（３３８１）５０５１


